
会員 各位 

 

総務省沖縄総合通信事務所から「平成２８年度電波利用保護周知啓発強化期間」及び「不

法無線局取締まり強化期間について、周知依頼がありましたので、お知らせします。 

関係者への周知啓発をよろしくお願い申し上げます。 

                       

（一社）沖縄移動無線センター 

                               

 

 

 

 

 

 

 

～ 不法電波はいけません！ ～ 

総務省では、情報通信技術の一層の発展により、電波が日々の暮らしの中で多様に利用

されていることや、電波利用におけるルールの遵守など電波利用環境の保護の重要性につ

いて知って頂くため、毎年６月 1 日から６月１０日までの１０日間を「電波利用環境保護

周知啓発強化期間」と定めて周知啓発活動を行っており、今年度も「不法電波はいけませ

ん」をテーマに、さまざまな取り組みを行います。 

沖縄総合通信事務所管内においては、新聞、ラジオ等のマスメディアを利用した周知・

啓発やバスの車内、モノレールの駅舎への周知啓発用ポスターの掲示、タクシー車両への

周知啓発用ステッカーの貼付を行うことにより、集中的・重点的に電波利用環境保護につ

いて県民への周知・啓発活動を行い、これまでの電波監視の実施結果から不法無線局が多

数存在していると推定されるタクシー、トラック、運転代行及び小型漁船が加盟するそれ

ぞれの団体などについても、訪問して周知・啓発を行い、所属会員等に対する指導につい

ての協力を要請します。 

また、６月１日から３０日までの１か月間を「不法無線局取締り強化期間」と設定し、

当該期間中に、不法アマチュア局、不法船舶無線局及び外国規格の不法無線局などの探査

を集中的に実施し、不法な運用を防止するための電波の規正を実施します（しました）。 

沖縄総合通信事務所では、引き続き、電波利用環境の保護のため、周知・啓発活動、不法

無線局の規制や捜査機関との共同で取締りを実施し、不法無線局による混信・妨害から、

正しく無線局を運用している電波利用者を保護し、良好な電波利用環境の整備を推進して

まいります。 

総務省沖縄総合通信事務所からのお知らせ 

平成２８年度電波利用環境保護周知啓発強化期間 

平成２８年６月１日～１０日 

 

不法無線局取締り強化期間 

平成２８年６月１日～３０日 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


